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○浅野敏明委員長 佐藤 久財政課長。 

○佐藤 久財政課長 こちらは、あやめ温泉のニ

ュー桜湯のポンプとなっております。 

○浅野敏明委員長 ４番、鈴木 裕委員。 

○４番 鈴木 裕委員 令和６年度の決算220万

4,000円の中には、温泉源の保護管理施設の整

備として、桜湯さんのポンプの整備に使われた

ということでよろしいですね。もう一回、財政

課長に確認します。 

○浅野敏明委員長 佐藤 久財政課長。 

○佐藤 久財政課長 そのとおりでございます。 

○浅野敏明委員長 ４番、鈴木 裕委員。 

○４番 鈴木 裕委員 了解しました。 

 それでは、最後の質問です。入湯税の使途な

んですが、いつどのようにして決めているのか

をお伺いします。目的税なので、収入で入って

しまうと、ややもすると、一般財源になってし

まいそうな感じもするわけですが、あくまでも

目的税なわけですから、毎年度当初予算を組む

際に、今年はこの整備に使おうとか、そういっ

たものが各課連携の下に、220万円と予算化す

るんであれば、それをあらかじめ振り分ける必

要があると思うんですが、どのようにして決め

ているのかを財政課長に伺います。 

○浅野敏明委員長 佐藤 久財政課長。 

○佐藤 久財政課長 入湯税の使途につきまして

は、当初予算編成時、各課からの予算要求があ

ります。その予算要求の出てきた事業内容を確

認して、対象となる事業を抽出いたします。さ

らに、その中から、地方税法第701条に則しま

して、充当先、使途、使い道を財政課のほうで

一旦定めているという状況でございます。 

○浅野敏明委員長 ４番、鈴木 裕委員。 

○４番 鈴木 裕委員 分かりました。 

 この税金は、220万円ぐらいの市の収入予算

になるわけですけども、温泉を守るといいます

か、観光振興のためにも役立ちますし、貴重な

財源ですので、資金使途については、きちんと

前もって年次計画でやっていただくべきではな

いかなと思います。それで、今安心したのです

が、財政課長からは、予算編成時に各課の要求

を基に調整して、予算化するというお話を伺い

ましたので、ぜひそのとおり今後とも進めてい

ただきたい。 

 あと、全体的には、全体的といいますか、あ

と、温泉施設の方からも、いろんな要望とかが、

掘り下げればあるかもしれませんので、鉱泉、

源泉となるところの整備で、例えばここのとこ

ろ、ちょっと壊れているとか、調子悪いとか、

そういう話を積極的に市のほうで何かないかと、

具合悪いところないかと伺いながら、整備して

いくのも一つの手法かなと思います。 

 いずれにしても、この税金は本市でただ一つ

の目的税でありますので、ぜひ有効に活用して

いただければと思います。 

 以上で質問を終わります。 
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○浅野敏明委員長 次に、順位３番、議席番号15

番、今泉春江委員。 

○１５番 今泉春江委員 日本共産党の今泉春江

でございます。 

 決算に伴い質問をいたします。 

 最初の質問です。本市の市税と国民健康保険

税収納率について質問いたします。 

 市税は重要な自主財源で、令和６年度決算で

は自主財源の約半分の30億3,885万3,899円を占

めております。税務概要によりますと、市税収

納率は現年度課税分は99.79％、13市で連続８

年のトップとなりました。現年度課税分と滞納

繰越分を合わせたものは93.39％、こちらは13

年連続トップとなりました。また、国民健康保

険税収納率は、現年度分課税分は97.70％、13
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市で２位となり、現年度課税分と滞納繰越分を

足したものは93.37％で、13市で１位となって

います。 

 国民健康保険税は、健康、命を守るために重

要なものです。市民の暮らしは物価高騰などで

厳しいと感じますが、市民の納税の状況はどう

でしたでしょうか。また、収納業務での課題は

ありましたか、税務課長にお聞きいたします。 

○浅野敏明委員長 鈴木幸浩税務課長。 

○鈴木幸浩税務課長 令和６年度の状況でござい

ますが、高い収納率が確保できましたことは、

長井市がこれまで取り組んでまいりました相談

収納などのきめ細やかな収納対策が市民の皆様

にご理解いただいた結果だと捉えております。 

 納税相談の状況でございますが、相談件数自

体は前年と同程度と認識をしております。委員

おっしゃるとおり、物価高騰の影響によりまし

て、市民生活は厳しくなっているものと考えて

おりますが、物価高騰の影響を主な原因として、

納税が困難となったという事例や相談は少なく、

納税状況は前年度と大きく変わってございませ

ん。また、収納業務を通じた新たな課題等はご

ざいませんでした。納税者の方と真摯に向き合

いながら業務を進めることで、高い収納率とい

う結果がついてくると考えておりますので、引

き続き丁寧な相談収納に努めてまいりたいと思

います。 

○浅野敏明委員長 15番、今泉春江委員。 

○１５番 今泉春江委員 今、課長がおっしゃっ

たように、全ての物価が高騰しておりまして、

市民の暮らしは厳しく、納税にも影響があった

のかと思いましたが、答弁の中では、市民の方

の納税に対する努力というか、理解が大変高ま

っており、また、職員の方の丁寧な納税者に寄

り添った相談収納に取り組んだ結果かとも感じ

られます。 

 そこで、次に、差押えについて質問いたしま

す。 

 令和６年度の差押件数と換価金額についてお

聞きいたします。税務概要での報告は、差押件

数の合計は97件と、令和５年度より25件減少し

ていますが、合計金額が721万9,932円となり、

令和５年度より134万479円多くなっています。

内訳を見ますと、給与、報酬の差押金額が大き

くなっています。前年度と納税の状況の変化な

どや、その要因など、差し支えなければお聞き

いたします。 

○浅野敏明委員長 鈴木幸浩税務課長。 

○鈴木幸浩税務課長 令和６年度の差押えの件数

は、前年度より25件減少しておりますが、その

うち、給与、報酬の差押件数は、前年度と同数

の８件となりました。給与、報酬の差押件数が

令和５年度と同じで、金額が多くなっている原

因ですが、これまで個人の差押えのみでござい

ましたが、令和６年度は法人の高額な差押えが

１件ございまして、換価金額が多くなっている

ところでございます。 

 なお、この法人の件につきましては、差押え

とはなっておりますけれども、納税者の方から

申出がありまして、差押えの手続を取らせてい

ただいて、換価させていただいたものでござい

ます。 

○浅野敏明委員長 15番、今泉春江委員。 

○１５番 今泉春江委員 件数は同じでも、金額

が多いということで、質問したところでした。

納税者からの要望というか、納税者から差し押

さえてくださいということだったようですけど

も、差し押さえる原資というものがはっきりあ

ったわけですよね。ですから、本来であれば、

そこで自主的に納税してくださいとお願いする

というのが本来の業務ではなかったかなと思い

ますけども、ご本人もいろいろ事情とかもおあ

りになったかとは思いますけども、そこが相談

収納かなと思っております。引き続き、そうい

う事例もおありになるでしょうけども、相談収

納ということで取り組んでいただければと思い
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ます。よろしくお願いします。 

 次に、税の仕組み、役割などを正しく理解し

てもらうために、税に関する意識の高揚を図る

租税教育の取組を行ってはいかがですか、税務

課長にお聞きいたします。 

○浅野敏明委員長 鈴木幸浩税務課長。 

○鈴木幸浩税務課長 租税教育につきましては、

長井税務署や管内市町などで構成する長井地区

税務協議会が事務局となっております西置賜租

税教育推進協議会がございまして、教育及び税

務関係者が協力しまして、納税意識の高揚を図

ることを目的として推進をしてございます。租

税教育推進協議会は、税務関係団体のほか、

小・中学校の校長会や公益社団法人長井法人会

なども会員となっているものでございまして、

活動では、毎年、法人会が中心となり、市内の

小学校におきましては、税金の仕組みや使われ

方の紹介、税の学習を通じて気づいたことや考

えたことなどの感想をまとめたりする租税教育

の開催であったり、中学校や高校の生徒に対し

ては、税に関する作文を通じまして、税に対す

る関心を深めることを目的とした作文コンクー

ルの応募などを進めております。令和６年度の

作文コンクールでは、長井南中学校の生徒が東

北地区納税貯蓄組合連合会会長賞、長井高等学

校の生徒が仙台国税局長賞に輝くなど、租税教

育の成果が現れているものと考えております。

また、毎年、税務課職員が租税教室の講師養成

研修を受講し、不定期ではございますが、小学

校での租税教育にも講師として参画していると

ころでございます。今後も関係機関の協力を得

ながら、この租税教育を大切に進めてまいりた

いと考えております。 

○浅野敏明委員長 15番、今泉春江委員。 

○１５番 今泉春江委員 課長から答弁いただき

ましたように、租税教育というのは、非常に大

事なものであると思っております。小学生、中

学生、高校生などが租税というものを勉強する

と、そういうポスター展とか作文コンクールと

か、そういうものに応募したりしてするという

ことは非常に子供たちのためにも、将来のため

にも、非常に大事なことだと思いますので、引

き続き租税教育というと、ちょっと言葉あれで

すけども、税金に関する学習ですね、そういう

ものを進めていっていただきたいと思います。 

 何か子供さんはもちろん重要なんですけども、

納税者なんかも、何かの機会がありましたら、

こういう税金はこういうものに使われておりま

すよとか、何かそういう納税のＰＲというよう

なものも何か行っておりますでしょうか。そう

いうものも大事かと思いますけども、いかがで

しょうか。 

○浅野敏明委員長 鈴木幸浩税務課長。 

○鈴木幸浩税務課長 租税教育を通じまして、租

税教育を受けたお子さんが家庭でいろんな教育

の会話等になるかと思いますので、間接的にで

はありますが、そういった大人に対しても租税

に対しての大切さというのが伝わっているのか

なと思っているところでございます。そのほか、

全体に対してということでは、今現在、取り組

んでいるところはございませんが、先進の事例

等、もしございましたら、ちょっと調べまして、

いい取組がございましたら、積極的に進めてま

いりたいと思います。 

○浅野敏明委員長 15番、今泉春江委員。 

○１５番 今泉春江委員 よろしくお願いいたし

ます。 

 最後の質問になりますけども、ちょっとダブ

るところもあるかと思いますけども、収納率向

上のために、差押えではなく、相談収納が重要

と考えます。引き続き市民に寄り添った相談収

納の促進を求めたいと思います。もう一度お考

えをお聞きいたします。 

○浅野敏明委員長 鈴木幸浩税務課長。 

○鈴木幸浩税務課長 納税を推進するに当たりま

して、納付環境の充実を図ってまいりました。
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具体的には、コンビニ収納であったり、地方税

お支払いサイトを利用した納付の導入などがご

ざいまして、令和６年度には新たに、納税者が

金融機関の窓口に出向くことなく口座振替手続

ができるウェブ口座振替受付を開始するなど、

利便性の確保に努めているところでございます。

また、督促状などの通知の際につきましては、

口座振替のご案内の内容に加えまして、納付が

困難な場合はご相談くださいと記載したチラシ

などを同封し、納税を呼びかけているところで

ございます。相談があった場合には、納税に不

安を抱える人に寄り添う、生活状況に応じた丁

寧な相談対応を心がけるとともに、どの職員が

対応しても変わらぬ収納対策、相談収納ができ

るよう、係でのミーティングにより、その都度、

注意点を共有しまして、また、県内や全国規模

の研修会に積極的に参加もしまして研さんを積

むなど、収納業務に当たってまいりたいと思い

ます。このような取組を通じまして、市民の納

税意識の高揚に努めながら、引き続き丁寧な市

民に寄り添った収納対策や納付環境の充実を図

ってまいります。 

○浅野敏明委員長 15番、今泉春江委員。 

○１５番 今泉春江委員 ご答弁いただきました。

なぜ相談収納が重要かということですね、市民

がなぜ納付が困難なのか、相談、対面でいろい

ろ納税者のお話を聞きますと、いろいろ、今、

健康が、病気だとか、失業しているとか、いろ

いろそういうものが相談者の中の事情が見えて

くるわけですよね。ですから、どうしたら納税

できるかというような、例えば分割とか、それ

から減免など、例えば病気や何かだと、減免と

か何かそういう方法もあるのかと思います。そ

ういうことが納税者からお話を聞けるものです

から、相談収納というのは本当に大事なことで

はないかなと思います。いろいろ取り組んでい

ただいていることを答弁でいただきましたので、

引き続き市民に寄り添った丁寧な相談収納を促

進していただきますように求めたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 次に、３款民生費、１項社会福祉費、３目老

人福祉費、軟骨伝導集音器購入費助成事業、総

事業費は21万3,000円ですけども、このことに

ついて質問いたします。 

 難聴をきっかけとして発生するとされる社会

的フレイル及び認知症の予防を図るため、軟骨

伝導集音器を購入する方に対し、購入補助を行

う事業です。購入費補助の説明をコミュニティ

センターの講習会で行っていると報告されてお

りますが、参加者の受け止めはいかがですか、

長寿介護・地域包括支援センター担当課長にお

聞きいたします。 

○浅野敏明委員長 渡部和喜子福祉あんしん課長

寿介護・地域包括支援センター担当課長。 

○渡部和喜子福祉あんしん課長寿介護・地域包括

支援センター担当課長 令和６年度、聞こえの

低下と認知症予防についての研修会を各コミュ

ニティセンターを会場に６回実施し、合計62名

の方が参加されました。研修会では、聴力低下

が認知症発症リスクや要介護状態となるリスク

を高めることから、早期に専門医療機関を受診

することが必要と説明しております。また、聴

覚補助機器を使用する際にも、専門医を受診し

て相談すること、特に補聴器については、購入

後の調整とメンテナンスが必要であることも併

せてお伝えしています。聞こえの低下と認知症

予防研修会の後、軟骨伝導集音器の体験会を実

施し、合計26名の方が体験されました。購入を

希望される方には、要件に該当すれば、購入費

の助成が受けられることを説明しています。体

験された方々のうち、約半数の方から、聞こえ

が改善されたという感想をいただきました。聞

こえが改善しない方も約半数おりましたが、軟

骨伝導集音器は、軽度、中等度の加齢性難聴の

方を対象とする健康機器であるためと考えてお

ります。聞こえの改善にかかわらず、体験によ
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り、聞こえの低下に気づいた方には、早期の専

門医受診をお勧めしております。 

○浅野敏明委員長 15番、今泉春江委員。 

○１５番 今泉春江委員 研究会というか、講習

会など、６回開いていただいて、62名の方が参

加したという報告受けました。もっと多くの方

に参加して体験していただきたいなと思うのが

本音でございますが、ここで半数の方は、ちょ

っと一時的に体験するだけですので、あれなん

ですけども、半数の方は聞こえは改善できてな

いというか、大体26人の方が体験したわけです

から、その半数というか、集音器というのがど

んなものか、体験するということが非常に大事

ではないかなと思います。今年度も行っていら

っしゃると思いますけども、引き続き講習会な

どをして、体験をしていただければと思います。 

 それで、次です、市報などにも軟骨伝導集音

器の補助ということで、市報などでもお知らせ

はしておりますけども、今おっしゃったように、

公民館などでも話をしていただいておりますけ

ども、この市報などを見て、問合せや直接市の

窓口に説明を聞きにいらした方などはどの程度

いらっしゃるか、お聞きいたします。 

○浅野敏明委員長 渡部和喜子福祉あんしん課長

寿介護・地域包括支援センター担当課長。 

○渡部和喜子福祉あんしん課長寿介護・地域包括

支援センター担当課長 事業の周知については、

令和６年10月の市報に掲載したほか、11月にチ

ラシを全戸配布しました。軟骨伝導集音器につ

いての問合せは、電話で約10件ほど、市の窓口

で30件ほどあり、希望者には随時体験していた

だいております。令和６年10月から令和７年３

月末まで、約30名の方が体験され、そのほか、

本人が窓口に来られないため、ご家族に貸出し

をしたケースが７件ありました。 

○浅野敏明委員長 15番、今泉春江委員。 

○１５番 今泉春江委員 昨年、途中からでした

ので、人数なんかも、１年通してということで

はないので、今、電話で10件、窓口30件という

ことで、30名の方が体験したということでした。

今年度もこの軟骨伝導集音器購入費助成事業と

いうのが出ておりますので、今年度も公民館や

何かでもしてらっしゃると思いますし、昨年、

市報やチラシも入っておりますので、今年度に

なってからも、これは去年のあれですが、今年

度になっての数字と捉えてよろしいですか。す

みません。 

○浅野敏明委員長 渡部和喜子福祉あんしん課長

寿介護・地域包括支援センター担当課長。 

○渡部和喜子福祉あんしん課長寿介護・地域包括

支援センター担当課長 今申し上げました数字

は令和６年度のものでございます。 

○浅野敏明委員長 15番、今泉春江委員。 

○１５番 今泉春江委員 ありがとうございます。

決算ですから、令和６年度の数字ということで、

承知いたしました。 

 本年度も問合せや窓口にいらしてる方いらっ

しゃると思います。引き続きＰＲをしていただ

ければなと思います。体験しないと、なかなか

そのよさも分からないし、対応できないという

方もいらっしゃるわけですけども、体験という

のが非常に大事かなと思います。 

 それで、最後の質問に参ります。昨年の決算

の実績は６件で、１件１万円の補助ですから、

６万円となっております。この軟骨伝導集音器

は、今説明もありましたが、軽度、中度の方に

対応すると報告をいただいておりますが、軟骨

伝導集音器では、対応できないと、聞こえない

という方がいらっしゃるということも先ほど報

告いただきました。その対応できない方がいる

ため、申請の方が少ないのではないかなと感じ

るところですが、また、軽度、中度の方は、集

音器がなくても何とか生活ができているので、

申請も少ないのではないかなと思われます。し

かし、購入された方で大変喜ばれたというお話

もお聞きしております。 
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 この事業は評価しますが、軟骨伝導集音器事

業と同時に、これで対応できない方のために、

高齢者の補聴器購入補助も行ってはいかがでし

ょうか。どのようにお考えか、担当課長にお聞

きいたします。 

○浅野敏明委員長 渡部和喜子福祉あんしん課長

寿介護・地域包括支援センター担当課長。 

○渡部和喜子福祉あんしん課長寿介護・地域包括

支援センター担当課長 軟骨伝導集音器購入費

助成事業は、令和６年10月から実施しており、

先進自治体の実績から、市民税非課税世帯高齢

者、均等割のみ課税世帯高齢者の２％、約70名

に対する購入費助成を推計しておりました。軟

骨伝導集音器体験会や市の窓口で体験し、聞こ

えに改善があった約30名のうち８名が申請され、

購入費を助成した方は６名でした。購入費助成

申請者数が少ない理由として、本事業が令和６

年10月からの開始であったことと、聞こえの低

下と認知症予防研修会で聞こえの低下を感じた

ときは専門医療機関を受診するよう勧めた結果、

治療による聞こえの改善や医療機器の使用につ

ながった方もいたものと捉えております。聞こ

えの低下が軽度の方は、自分では気がついてい

ない場合もあり、軟骨伝導集音器を体験したこ

とで、よく聞こえると気がつく方もいらっしゃ

いました。軟骨伝導集音器体験会で、聞こえの

低下に気がつかれた方には、早期に専門医受診

をされた上で、ご希望により集音器購入費助成

をご案内しています。 

 今泉委員からは、補聴器の購入費補助につい

て、これまでご助言をいただいてまいりました。

福祉あんしん課では、身体障害者手帳を有する

聴覚障がい者の方に補聴器の支給を行っており

ます。それ以外の難聴の高齢者に対しては、聞

こえの低下を感じたときの早期の専門医療機関

受診の必要性や補聴器を有効に使用するための

情報提供など、聞こえに関しての周知を行う必

要があると考え、市報などでの情報提供、聞こ

えの低下と認知症予防研修会のほか、今年度は、

新たにミニデイサービスや居場所にて、軟骨伝

導集音器体験会を実施しています。 

 繰り返しになりますが、軟骨伝導集音器体験

により、聞こえの低下に気がつく方、もともと

聞こえに不安がある方には、早期の受診を勧め、

購入希望の方には、購入費助成事業のご説明も

しております。また、先ほども申し上げたとお

り、軟骨伝導集音器は、軽度、中等度の加齢性

難聴の方を対象としているため、それに該当し

ない方への支援として、補聴器購入費用の助成

につきましても、今後検討してまいります。 

○浅野敏明委員長 15番、今泉春江委員。 

○１５番 今泉春江委員 ご答弁いただきました。 

 今の答弁の中にもありましたけども、高齢者

が元気に社会参加できるということは、聞こえ

るということが第一条件でございます。この軟

骨伝導集音器で、聞こえが改善できて、社会参

加もできて、元気に暮らしてらっしゃる、元気

にしてらっしゃる高齢者がいるということは、

大変よかったと思います。ですから、この軟骨

伝導集音器というものも非常に市民に対しては、

補助もあり、大変よかったと思います。これは

これで、私は評価したいと思います。と同時に、

今答弁もいただきましたが、これで対応できな

い方が結構、半分ぐらい、体験しても半分ぐら

いいらっしゃるような数字ですので、高齢者の

補聴器補助というものも考えていただければな

と思っております。なお、公民館とか様々、ミ

ニデイなどでもなさるとおっしゃっていました

ので、そういうところで高齢者の聞こえに対す

る相談などもあるかと思いますので、細かく高

齢者の聞こえの相談に乗っていただければ、さ

らにこの補聴器補助というか、軟骨伝導集音器

の補助なども利用する方もいらっしゃる、申請

の方もいらっしゃると思います。ぜひ進めてい

ただきたいと思います。 

 再度、くどいようですけど、と同時に、補聴
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器というものに対応できるようにも考えていた

だければなと思っております。高齢者が元気に

社会に参加できるように質問させていただきま

した。よろしくお願いいたします。質問を終わ

ります。 

 

 

 平井直之委員の総括質疑 

 

 

○浅野敏明委員長 次に、順位４番、議席番号１

番、平井直之委員。 

○１番 平井直之委員 お疲れさまでございます。

21爽風会の平井直之です。 

 通告してあります２項目について質問させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、１項目めですが、２款総務費、１項総

務管理費、１目一般管理費、201公共施設等整

備事業についてお伺いいたします。 

 この公共施設等整備事業の内訳として、劣化

調査業務委託料としまして597万3,000円が計上

されておりますが、劣化調査の委託先と劣化調

査はどの施設を調査されたのか、お伺いいたし

ます。この決算では、総務部門で計上されてお

りますが、担当課が建設課とお聞きしましたの

で、建設課長にお伺いいたします。 

○浅野敏明委員長 若月由紀建設課長。 

○若月由紀建設課長 ただいまの委託業務につき

ましては、令和５年度末時点で個別施設計画、

つまり施設ごとの長寿命化計画が未策定の33施

設を対象に調査を行いました。公共施設管理の

基本的な考え方としまして、施設に不具合が生

じてから対応する従来の事後保全型の管理では

なく、計画的に予防保全として改修等を行うこ

とにより、効率的で効果的な維持管理が可能と

なりますが、そのためには、個別施設計画を策

定して、施設ごとの具体的な対応方針を定めて、

長寿命化を図る必要があります。この個別計画

の策定に当たっては、安全性の確保が最優先に

なりますが、施設の改修内容や時期等を判断す

る上で必要となる各施設の情報の整理ですとか、

劣化状況を把握するために、この調査を行った

ところでございます。本業務の委託先は、東日

本総合計画株式会社というコンサルティング企

業でありまして、地方公共団体が策定する公共

施設等総合管理計画や個別施設計画の策定支援

業務等で実績がある企業です。 

○浅野敏明委員長 １番、平井直之委員。 

○１番 平井直之委員 ご答弁ありがとうござい

ます。 

 このたび、33施設、調査されたということで

すが、そのほかの施設に関しては、個別計画は

出されているということでよろしかったでしょ

うか。 

○浅野敏明委員長 若月由紀建設課長。 

○若月由紀建設課長 今、委員からありましたと

おり、このたびの調査の対象とならなかった施

設は全て既に個別施設計画を策定していた施設

となります。 

○浅野敏明委員長 １番、平井直之委員。 

○１番 平井直之委員 承知しました。 

 ２点目ですが、その劣化調査された33施設に

なりますけども、その結果はどうだったのか、

お伺いいたします。 

○浅野敏明委員長 若月由紀建設課長。 

○若月由紀建設課長 劣化調査業務におきまして

は、対象施設のこれまでの修繕履歴等を確認し

た上で、現地調査として建物の内部及び外観の

目視調査を実施いたしました。調査項目を６項

目に分けまして、屋根・屋上、外壁、開口部、

内部・基礎、外構、設備という項目につきまし

て、おおむね良好から著しい劣化までの４段階

で評価しまして、各項目の劣化度を数値で算出

して、各施設の劣化状況を報告書にまとめたと

ころです。築年数もそれぞれの施設でございま

すので、劣化の状況はそれぞれでございます。


